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1. はじめに 

 健康環境センター理化学部は、化学物質によ

る健康被害の防止に関する試験検査及び調査研

究を所掌している。具体的には、食品衛生法に

基づく食品中の添加物、残留農薬、放射能の行

政検査やその他法令に基づく行政検査を実施し

ているほか、食品衛生に関する調査研究にも取

り組んでいる。  

 本日は、これら試験検査及び調査研究の概要

について紹介する。  

 

2. 食品添加物等の検査 

 県内に流通している加工食品等が規格基準に

適合しているかの検査を実施している。 

具体的には、保健所が製造所等から収去した

食品検体を受付後、粉砕・抽出等の前処理をし

てから各種機器を用いた分析を行っており、当

部では、牛乳・乳製品等の成分規格に関する検

査、漬物や食肉製品等の食品添加物の使用基準

に関する検査、真空そうざい等の腐敗等に関す

る検査を受け持っている。 

昨年度の検査では、食品添加物の使用基準に

係る違反が 1 件、各種成分規格に係る違反が 2

件あり、いずれも流通防止措置が講じられた。 

  

3. 食品中の残留農薬等の検査 

 県内に流通している食品中の残留農薬・残留

動物用医薬品が規格基準に適合しているかの検

査を実施している。 

具体的には、保健所の職員が販売店から収去

した野菜・果実等の検体を受付後、前処理を行

ってから GC-MS/MS 及び LC-MS/MS という 2 種

類の機器（図 1）を用いた一斉分析を行ってお

り、 GC-MS/MS では約 300 成分の農薬、

LC-MS/MS では約 150 成分の農薬及び約 100 成

分の動物用医薬品を網羅的に検査している。 

平成 18年度から令和 4年度までに検査を実施

した残留農薬の検体数は 985 検体、検査対象農

薬の総延べ検査数は 210,242 件で、そのうち 505

検体から延べ 1,064 件の農薬が検出された。検

出された農薬の濃度は、0.01～0.1 ppm の検出割

合が最も多く、概ね残留基準値の 20 分の 1 程度

であったが、平成 18 年度と 19 年度には基準値

超過事例が 1 件ずつ計 2 件発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4. 環境及び食品中等の放射能検査  

 環境放射能水準調査及び福島原子力発電所事

故に伴う放射能検査等を実施している。  

国が実施している環境放射能水準調査は、環

ガスクロマトグラフタンデム質量分析計  
     （GC-MS/MS） 

  液体クロマトグラフタンデム質量分析計   

          (LC-MS/MS）  

 

 

 

図 1 一斉分析に用いる機器 
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境中の放射能レベルを把握し、それらの変動を

全国的に監視することを目的として実施されて

おり、当センターでは昭和 36 年から参加して県

内の放射能レベルの監視を継続している。  

福島原子力発電所事故に伴う放射能検査は平

成 23 年度から実施しており、当部では水道水、

県内産の山菜、キノコ、生乳、県内で捕獲され

た野生鳥獣の肉などの放射能を検査している。  

 このほか、北朝鮮による核実験が実施された

際の緊急調査にも対応している。  

 

5. その他の行政検査  

地下水、河川水、工場・事業所排水等が各種

基準に適合しているかの検査のほか、旧能代産

業廃棄物処理センターの県による維持管理の一

環としての分析を実施している。当部では、揮

発性有機化合物であるトリクロロエチレン、ジ

クロロメタン、1,4-ジオキサンなどの 14 項目の

検査を受け持っている。  

 また、有害物質を含有する家庭用品の規制に

関する法律に基づき、販売されている乳幼児用

の繊維製品を対象としたホルムアルヒド検査等

を行っている。  

 このほか、「医薬品医療機器等法」又は「薬

事法」に基づく医薬品等監視の一環として、医

薬品収去検査における品質検査を実施している。 

6. 調査研究  

 食品の安全性確保対策の一環として、残留農

薬の分析精度の向上のための研究及び洗浄や加

熱等の調理操作による残留農薬の変化を探る研

究を実施している。  

残留農薬等の検査では一律基準（0.01 ppm）レ

ベルの分析が必要となることから、分析精度向

上と信頼性を確保するため、食品ごとの分析法

の妥当性評価試験を行い、一律基準レベルの一

斉分析が可能な食品の拡充を図っている。  

 また、調理による食品中の残留農薬の挙動確

認試験を行い、農場から食卓までの残留農薬の

挙動を提示し、県民の残留農薬に対する正しい

知識の普及に取り組んでいる。  

 

7. おわりに 

県内流通食品の安全・安心を確保するため、

各保健所では、食品衛生監視員が秋田県食品衛

生監視指導計画に基づく食品の収去検査を行っ

ており、当センターは食品衛生法第 29 条に基づ

く食品衛生検査施設として当該収去食品の検査

を実施している。  

検査の結果は製造者への行政処分に直結する

ことから、標準作業書に基づいた工程で検査を

実施するとともに精度管理を行い、今後もデー

タの正確性を保つための工夫を継続していく。  
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